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１ 陸上貨物運送事業の荷役五大災害防止のポイント
道路貨物運送事業は令和４年の死傷者数が、前年比で12件

から21件に急増しています（新型コロナを除く）。トラック台やトラックのステップ等
の荷台やステップ等からの墜落・転落と転倒災害で、
災害発生件数の半数を占めています。14次防では、
荷役ガイドラインに取り組む陸上貨物運送事業場の割合を、
今後５年間で45％以上とする目標を掲げています。ぜひ、
安全基準の定期的な見直しをして安全作業に繋げるよう
お役立てください。
「荷役五大災害」防止のポイント（荷役ガイドラインと重複しています。）
１．トラック・荷台等からの墜落･転落による災害
⇒ 作業場所の高さに関わらず、必ず保護帽を着用すること
２．トラック・荷台等での荷崩れによる災害
⇒ 荷を積み込むとき、必ず積荷の状態を確認すること
３．フォークリフト使用時における災害
⇒ フォークリフトの運転者や周囲の労働者は、定められたルール（作業計画等）に基づき適切に行動すること
４．トラックの無人暴走による災害
⇒ トラックを降車するとき、必ず逸走防止措置（※）を行うこと
（※）逸走防止措置：①パーキングブレーキ、②エンジン停止、③ギアロック、④輪止め
５．トラック後退時における災害
⇒ 後退誘導に係るルール（作業計画等）を定め、後方確認ができる場合にのみ、トラックを後退をさせること。

２ 機械災害をなくしましょう。

◎囲い、覆いなど安全対策に不備があった
◎掃除、調整等の作業時、機械を停止しなかった

３ STOP！転倒災害に取り組みましょう。

詳細はこちらに →
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看板の設置の例

災害原因

調整作業・清掃作業時に
ご用心！！

安全対策 ◎危険箇所には囲いやカバーを
取り付けましょう。

◎危険の見える化を行いましょう。
◎機械の起動装置に鍵や看板の設置等をしましょう。
◎作業手順の安全教育を行いましょう。

作業手順を定め、掃除・調整作業を行う労働者に
対して、「停止ボタンを押して機械の運転が停止し
たあとで、機械に錠をしてから作業させる」、等の
安全教育を徹底しましょう。

□ 通路、階段、出⼝に物を放置していませんか

□ 床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、
その都度取り除いていますか

□ 通路や階段を安全に移動できるように
⼗分な明るさ（照度）が確保されていますか

□ 靴は、すべりにくくちょうど良いサイズのものを選んでいま
すか

□ 転倒しやすい場所の危険マップを作成し、
周知していますか

□ 段差のある箇所や滑りやすい場所などに、
注意を促す標識をつけていますか

□ ポケットに手を入れたまま歩くことを禁止していますか
□ ストレッチや転倒予防のための運動を取り入れていますか
□ 転倒を予防するための教育を⾏っていますか

敦賀署管内では、特に、小売業、製造業、
社会福祉施設で多く発生しています。

詳細はこちらに

詳細はこちらに
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４ 令和５年「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」
～暑さ指数（WBGT）の把握、労働衛生教育の実施、発症時・緊急時の措置を徹底～

５ テールゲートリフターの省令改正が行われました。
改正のポイント

①昇降設備や保護帽の着用義務化となる対象車両は、
最大積載量2トン以上に拡大（令和５年10月１日施行）
②荷役作業を伴うテールゲートリフターの特別教育が義務化（令和６年２月１日施行）
③運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外

（令和５年10月１日施行）

６ 自動車運転者改善基準告示が改正されました。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）は令和４年12月23日に改正され、

令和６年４月１日から適用されます。
※以下はトラックの例です（一部抜粋）

荷主・元請運送事業者の皆様へ

13次防期間中の５年間の職場における熱中症
の発生状況をみると、休業４日以上の死傷者数
は、敦賀署管内で９件となっています。業種別
にみると、建設業が４件、警備業２件となって
おり、全体の約７割がこれら２つの業種で発生
しています。

暑さ対策には、水分・塩分の適切な摂取が必
要ですが、摂取しない傾向がある作業者の有無
を把握して、適切な摂取を呼びかけましょう。

７ 労働保険の年度更新が近づいています
令和５年度労働保険の年度更新期間は

６月１日（木）～７月10日（月）です。
※年度更新の申告書は、管轄の都道府県
労働局や労働基準監督署への郵送、または
「電子申請」でも受け付けています。

お忘れなくお願いします。

詳細はこちらに →

例外等の詳細はこちらに →

トラック、バス、タクシー・ハイヤー
の改正内容の詳細はこちらに →

！

恒常的な荷待ち時間の削減に
ご協力をお願いします。

自動車運転者の長時間労働の要因の中に
は取引慣行によるものもあり、荷主等の事
業者の協力が必要となります。

（全国）


